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令和５年６月２７日 

企画政策部 政策・デジタル推進課 

移住定住係 

報道機関各位 

 

新制度開始 安中市マイホーム取得支援金 

 

市は、市内にはじめて住宅を取得した人を対象に交付している「安中市住まいりー奨励金」

を、さらに拡充させた「安中市マイホーム取得支援金」の交付をはじめます。対象は令和 5 年７

月１日以降に定住した人です。 

支援を拡充した点は、基本額を５万円から１０万円に、子ども加算は一律２万円を子ども一

人あたり５万円に増額。さらに北陸新幹線安中榛名駅を利用した県外通勤者への新幹線通勤

加算は、１０万円から２０万円に引き上げます。モデルケースとして、中学生以下の子どもが３

人いる場合、新制度では最大５３万円、現行制度と比較すると２８万円の増額になります。 
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